陸前高田市告示第　　６０号
　陸前高田市省エネ診断支援補助金交付実施要綱を次のように定め、令和８年４月１日から施行するる。
　　令和８年４４月１１日
陸前高田市長　佐々木　　　拓　　　　　


[bookmark: _GoBack]　　　陸前高田市省エネ診断支援補助金交付実施要綱


　（趣旨）
第１　この要綱は、地域の脱炭素化を推進するため、省エネ診断（以下「省エネ診断」という。）を受診した中小企業者等に対し、予算の範囲内において陸前高田市省エネ診断支援補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則（昭和３３年陸前高田市規則第２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
　（定義）
第２　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴　中小企業者等　中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第1項に規定する中小企業者又は同条第５項に規定する小規模企業者をいう。 	Comment by 小澤 巧: 基本法は中小企業を定義するには大分広い定義となりますが、自宅を自宅兼店舗として事業を行う個人事業主が自宅兼店舗分の設備を省エネ診断にする場合等は想定されないのでしょうか？	Comment by 松木 翔: 個人事業主も対象と考えています。追記しました。	Comment by 松木 翔: 美容室や食堂など、自宅兼店舗の個人事業主の利用も多いとのことです。
⑵　事業所　工場、事務所その他の事業場をいう。
⑶　省エネ診断　資源エネルギー庁によるエネルギー利用最適化推進支援に係る一般財団法人省エネルギーセンターで実施する省エネ最適化診断、省エネお助け隊で実施する省エネ診断その他これらと同等の省エネルギー行動をサポートする診断サービスをいう。
　（補助対象事業）
第３　この要綱において、補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、市内に所在する中小企業者等事業所において実施する省エネ診断（当該受診を完了した日が、補助金の交付を申請する年度の４月1日から２月末日までであるものに限る。）とする。
２　補助事業は、第６の申請をする日の属する年度に実施したものでなければならない。
　（補助対象者）
第４　補助を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、申請時点において納期の到来した市税その他市が債権を有する公租公課等を滞納していない中小企業等者であって、市内に事業所を有する者次の各号のいずれにも該当するものとする。する。	Comment by 松木 翔: 第２項の追加をふくめ、表現を整理しました。
⑴　市内に事業所を有する中小企業者であること。⑵　会社法上の会社に該当しないもので、市内に事業所を有する事業者であること。公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認める者
２　前項の規定にかかわらず、交付の対象として適当でないと市長が認めるときは、補助対象者としないものとする。
（補助対象経費及び補助金額） 
第５条　補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業を実施する中小企業者等事業者が負担した受診に係る費用から消費税及び地方消費税相当額を控除したものとする。
２　前項の補助対象経費の算出にあたっては、消費税及び地方消費税相当額を控除するものとする。
３２　補助金の額は、補助対象経費の３分の２以内の額（1,000１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。）とし、３万30,000円を上限とする。
（申請書等の様式）
第６条 　補助金の交付を受けようとする者は規則第３条及び第１２条の規定による申請書は、陸前高田市省エネ診断支援補助金交付申請書兼請求書実施報告書（別記様式第１号様式。以下「申請書兼請求書」という。）を用いることとし、に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。申請書兼請求書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。	Comment by 松木 翔: 申請書兼請求書として見直しました。
⑴　（１）支払いを証する書類（省エネ診断の受診費用に係る領収書の写し等） 
⑵　（２）診断結果報告書の写し  
⑶　（３）その他市長が必要と認める書類 （交付決定兼額確定等） 
第８条 市長は、前条第１項の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し補助金交付の可否を決定するとともに、陸前高田市省エネ診断支援補助金交付（不交付）決定通知書（第２号様式）により、申請者に通
３ 市長は、必要があると認めたときは、交付決定に関し条件を付すことができる。
（補助金交付の決定及び通知交付請求）） 	Comment by 佐藤　直樹: 申請時に事業が完了しているのであれば、申請書兼請求書にしては？	Comment by 小澤 巧: ？？？
そもそも、事業終了後にしか申請を受け付けないスキームなのですか？
第７９条 　市長は、前項の申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助対象者に通知するとともに、速やかに補助金を交付する。前条の規定により補助金の交付の決定通知を受けた物（以下「補助事業者」という。）は、速やかに、陸前高田市省エネ診断支援補助金交付請求書（第３号様式）を市長に提出しなければならない。 	Comment by 松木 翔: 申請書兼請求書として見直しました。	Comment by 小澤 巧: 様式がついていない。
２ 市長は、適法な前項の交付請求書を受けて、速やかに本補助金を交付する。
（交付決定の取消し等）
第８１０条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
（１）⑴　偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
（２）⑵　この要綱に違反したとき。
２　市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、陸前高田市省エネ診断支援補助金交付決定取消通知書（第４号様式）により、その者に通知するものとする。
（補助金の返還）
第９１１条　市長は、前条第１項前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、その者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
（協力の要請義務）	Comment by 佐藤　直樹: 義務付けは要綱では不可。交付の条件にするなら可能だが、義務なら規定は「要請」ではないのでは	Comment by 松木 翔: 修正しました。
第１０１２条　市長はこの要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者に対し、事業効果等に関する資料の提供その他の協力を要請することができる。
（その他補則）
第１１１３条 　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この告示は、令和８年４月１日から施行する。

